
大阪府立槻の木高等学校後援会規約 

 

第１条（名称） 本会は大阪府立槻の木高等学校後援会と称する。 

第２条（目的） 本会は国際理解教育の推進、部活動の振興発展及び円滑な学校運営を図

るための財政援助を行うことを目的とする。 

第３条（組織） 本会は、本校生徒の保護者、同ＯＢ、教職員、同ＯＢで本会の趣旨に賛

同する者をもって組織する。 

第４条（役員） 本会に入会した者の中から次の役員を置く。 

        会長１名、理事７名（内１名は会計担当）、会計監査２名。 

(ｲ) 会長は原則として旧ＰＴＡ役員から選出する。 

(ﾛ) 理事は保護者代表（含むＯＢ）３名、教頭及び教職員代表２名及び事務

長（会計担当）とする。 

第５条（任務） 役員の任務は次のとおりとする。 

(ｲ) 会長は会務を統括し、本会を代表する。 

(ﾛ) 理事は会長を補佐し、本会の運営にあたる。 

(ﾊ) 会計監査は、本会の会計状況を監査する。 

第６条（任期） 役員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

第７条（財政） 本会の活動に関する経費は、第３条に規定する個人からの寄付金及びＰ

ＴＡなどの諸団体の寄付金をもってあてる。 

        徴収時期については、入学式当日、卒業式当日、体育大会・文化祭当日

及び随時とする。寄付金は、国際交流基金は一口 3,000 円、その他は一口

1,000円とする。 

第８条（事業） 事業は次のとおりとする。 

(ｲ) 国際交流基金として積み立て、槻の木高校における国際理解教育に関す

る事業の補助を行う。 

(ﾛ) 部活動の振興を図るための事業の補助を行う。補助内容及び率について

は別に定める。 

(ﾊ) 円滑な学校運営を図るための財政援助を行う。 

(ﾆ) その他、会長が必要と認めた事業は他の役員の意見を聞いて補助を行う

ことができる。 

第９条（規約改正） 本会の規約の改正は、役員が提案し、槻の木高校のＰＴＡ及び学校

関係者の承認を得て行う。 

 

（付則）この規約は平成１８年２月１日より施行する。 


